
第１号様式の4（第17条関係）
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千 代 田 区 長  様
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千代田区

（役職）　　 　（代表者名）
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休業等
取得期間

（うち、就業日）
※出生時育児休業のみ

申請者の住所（本店）、会社法人等番号、名称、代表者（代表者の役職含む）は、添付の登記事項証明書
又は履歴事項全部証明書のとおりに記載すること。
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年度  男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金 交付申請書
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休暇取得対象の
子の生年月日

　　   年　　  月　  　日

休暇取得対象の
子の生年月日
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※育児休業中に
就労日がある場合

休暇取得対象の
子の氏名

（※３） 対象従業員が複数いる場合は、適宜行を追加すること。

（※１）

（※２）
中小企業者等において通常使用する姓として旧姓の使用を認めており、本交付申請書その他添付書類に
より姓が異なる場合には、旧姓を記載すること。

休業等の種類

（うち、就業日）
※出生時育児休業のみ

会社法人等
番　号

（表面）

　下記のとおり、千代田区中小企業者等における仕事と家庭の両立支援に関する要綱第17条の規定に基づ
き、
関係書類を添えて申請します。なお、同要綱第４条第１項の要件を満たしており、下記に記載した事項につい
ては事実と相違ありません。

申請者（※１）
所在地

氏名（※２） 休業等の種類
育児休業
育児短時間勤務

休業等
取得期間

氏名（※２） 休業等の種類



円
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※申請上の注意事項

メール

雇用保険適用事業所番号

担
当
者

連 絡 先

②全事業所に係る最新の労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険料等算定基礎賃金等の
　報告の写し

③労働基準監督署受付印のある就業規則その他これに準ずる書類の写し

④「雇用保険（適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届）事業主控え」等の写し
　（雇用保険適用事業所であることが確認できる書類の写し）

※⑦がない（対象従業員が育児休業給付金支給
　対象でない）場合は、以下⑧～⑨を提出

共通書類

⑧育児短時間勤務をするために対象従業員が
　提出した申出書の写し（社内様式）

育児休業 育児短時間勤務

⑨育児休業取得のために対象従業員が提出し
　た申出書の写し（社内様式）

⑦対象従業員の育児休業給付金支給決定通知
　書の写し

⑦対象従業員の育児短時間勤務の取得期間が
　確認できる出勤簿等の写し

①商業・法人登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し
　（発行日が申請日から３か月以内のもの）

⑧対象従業員の育児休業取得期間が確認でき
　る出勤簿等の写し

⑤雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）等の写し
　（雇用保険の被保険者として休業取得従業員を継続して雇用していることが確認できる書類の写し）

⑥対象従業員の出勤簿（申請日が含まれる月分）等の写し

本奨励金の交付上限は、同一年度において１事業者につき、合わせて５件までとする。

② 本奨励金は、育児休業を14日取得し終えた日又は育児短時間勤務を30日継続して取得し終えた日の翌
日から申請でき、最後に取得した日の翌日から６か月以内（当該日が閉庁日にあたるときは直後の開庁
日）とする。
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（労働保険関係書類に記載した総従業員数）
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